
持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律

（平成１１年７月２８日法律第１１０号）

最終改正：平成２２年４月９日法律第２３号

（目的）

第１条 この法律は、持続性の高い農業生産方式の導入を促進するための措置を

講ずることにより、環境と調和のとれた農業生産の確保を図り、もって農業の

健全な発展に寄与することを目的とする。

（定義）

第２条 この法律において「持続性の高い農業生産方式」とは、土壌の性質に由

来する農地の生産力の維持増進その他良好な営農環境の確保に資すると認めら

れる合理的な農業の生産方式であって、次に掲げる技術のすべてを用いて行わ

れるものをいう。

一 たい肥その他の有機質資材の施用に関する技術であって、土壌の性質を改

善する効果が高いものとして農林水産省令で定めるもの

二 肥料の施用に関する技術であって、化学的に合成された肥料の施用を減少

させる効果が高いものとして農林水産省令で定めるもの

三 有害動植物の防除に関する技術であって、化学的に合成された農薬の使用

を減少させる効果が高いものとして農林水産省令で定めるもの

（導入指針）

第３条 都道府県は、当該都道府県における持続性の高い農業生産方式の導入に

関する指針（以下「導入指針」という。）を定めるものとする。

２ 導入指針においては、都道府県における主要な種類の農作物について、都道

府県の区域又は自然的条件を考慮して都道府県の区域を分けて定める区域ごと

に、当該農作物及び地域の特性に即し、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 導入すべき持続性の高い農業生産方式の内容

二 前号に該当する農業生産方式の導入の促進を図るための措置に関する事項

三 その他必要な事項

３ 都道府県は、情勢の推移により必要が生じたときは、導入指針を変更するも

のとする。

４ 都道府県は、導入指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これ

を公表しなければならない。

（導入計画の認定）

第４条 農業を営む者は、農林水産省令で定めるところにより、持続性の高い農



業生産方式の導入に関する計画（以下「導入計画」という。）を作成し、これ

を都道府県知事に提出して、当該導入計画が適当である旨の認定を受けること

ができる。

２ 導入計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 持続性の高い農業生産方式の導入に関する目標

二 前号の目標を達成するために必要な施設の設置、機械の購入その他の措置

に関する事項

三 その他農林水産省令で定める事項

３ 都道府県知事は、第１項の認定の申請があった場合において、その導入計画

が導入指針に照らし適切なものであることその他の農林水産省令で定める基準

に適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

（導入計画の変更等）

第５条 前条第１項の認定を受けた者（以下「認定農業者」という。）は、当該

認定に係る導入計画を変更しようとするときは、都道府県知事の認定を受けな

ければならない。

２ 都道府県知事は、認定農業者が前条第１項の認定に係る導入計画（前項の規

定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定導入計画」

という。）に従って持続性の高い農業生産方式の導入を行っていないと認める

ときは、その認定を取り消すことができる。

３ 前条第３項の規定は、第１項の認定について準用する。

（農業改良資金融通法の特例）

第６条 農業改良資金融通法（昭和３１年法律第１０２号）第２条の農業改良資

金（同法第４条の特定地域資金を除く。）のうち政令で定める種類の資金であ

って、認定農業者が認定導入計画に従って持続性の高い農業生産方式を導入す

るのに必要なものについての同法第４条（同法第８条第２項において準用する

場合を含む。）の規定の適用については、同法第４条中「１０年（地勢等の地

理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域として農林水産大臣が指定する

ものにおいて農業改良措置を実施するのに必要な資金（以下この条において「特

定地域資金」という。）にあつては、１２年）」とあるのは、「１２年」とする。

第７条 削除

（援助）

第８条 国及び都道府県は、認定導入計画の達成のために必要な助言、指導、資

金の融通のあっせんその他の援助を行うよう努めるものとする。

（報告徴収）

第９条 都道府県知事は、認定農業者に対し、認定導入計画の実施状況について

報告を求めることができる。



（罰則）

第１０条 前条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、十万円以

下の罰金に処する。

２ 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その

法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、

その法人又は人に対して同項の刑を科する。

附 則

この法律は、公布の日から起算して３月を超えない範囲内において政令で定め

る日から施行する。【平成１１年１０月２５日】）

附 則（平成１４年５月２９日法律第５１号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から起算して３月を超えない範囲内において政令

で定める日から施行する。

附 則（平成１９年３月３０日法律第６号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、平成１９年４月１日から施行する。

（罰則に関する経過措置）

第１５７条 この法律（附則第１条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以

下この条において同じ。）の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお

従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対す

る罰則の適用については、なお従前の例による。

（その他の経過措置の政令への委任）

第１５８条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過

措置は、政令で定める。

附 則 （平成２２年４月９日法律第２３号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から起算して６月を超えない範囲内において政令

で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定め

る日から施行する。

一 第３条中農業信用保証保険法第６６条第１項及び第６８条から第７０条ま

での改正規定並びに附則第１４条の規定 公布の日

（政令への委任）



第１４条 附則第２条から第４条まで及び第８条に定めるもののほか、この法律

の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。


